
東京藝術大学 共創拠点推進機構  

特任研究員（特定短時間有期雇用職員）の公募について 

 

 

１．採用職名 特任研究員（特定短時間有期雇用職員） 

 

２. 勤務地    （雇い入れ直後） 東京都台東区上野公園 12-8(ＪＲ上野駅より徒歩 10分)             

神奈川県川崎市多摩区登戸 2092-8 第 8井出ビル 6階 

※川崎市役所や川崎市内の文化施設等での活動もあり 

 

（変更の範囲） なし 

 

３．所属 芸術未来研究場 ケア&コミュニケーション領域 共創拠点推進機構 

 

４．採用人数 １名 

 

５．業務内容 東京藝術大学が受託する川崎市アートコミュニティ形成プロジェクト 

「こと！こと？かわさき」は、川崎のまち全体をフィールドとし、アート 

（文化芸術）を介して、人と人、人と場所、人とモノの間に「こと」を生 

み出し、人々がつながり合う「アートコミュニティ」を育むプロジェクト。 

本プロジェクトにおける川崎市職員や市内の文化・医療福祉施設等と連 

携、プロジェクト全般の推進業務。 

 

       （雇い入れ直後） ・講座、プログラム、フォーラム等の企画運営 

・アートコミュニケータの活動サポート 

・記録写真、記録動画の撮影とアーカイブ作成 

・SNS発信などの広報活動 

 

（変更の範囲） なし 

 

※「こと！こと？かわさき」（https://kotokoto-kawasaki.com/） 

 

６．雇用期間 令和８年４月１日～令和９年３月 31日 

※上記期間は、期間満了時における勤務成績・勤務態度、業務遂行能力、 

予算状況等を勘案し、65歳を上限年齢として更新する場合がある。（最 

長令和 13年 3月 31日まで）ただし、その期間内であっても本学にお 

ける共創拠点推進機構（川崎市アートコミュニティ形成プロジェクト） 

が終了した時は、その時点で当然に終了する 

 

７．採用予定日 令和８年４月１日（予定） 

 

https://kotokoto-kawasaki.com/


８．給与    本学（時給制）規定による（東京藝術大学有期雇用職員就業規則の 

定めによる。本人の経験年数、資格、経歴等を考慮し決定する) 

 

９．就業時間 4週間単位の変形労働時間制（１日７時間・週４日） 

 

10．休日 本学規定による。なお業務の内容から、休日に出勤を命じることがある。 

その場合の休日は、振替を行う。 

 

11．年次有給休暇  原則として、３ヶ月経過後に７日付与 

 

12. 各種手当 通勤手当 本学の支給基準及び算定方法により最高月額 55,000円 

 

13. 社会保険等 雇用保険適用・文部科学省共済組合 

 

14．応募資格  下記の各項を満たす者 

（１）芸術系・社会学系・アートを介したコミュニケーションに関する専門領域の学士

以上の学位を有すること、またはそれと同等の知識を有すること 

（２）学内業務に支障のない日本語能力を有すること 

（３）採用後、通勤可能な範囲に居住できること 

（４）基本的な PCスキルを有すること（Word・Excel・PowerPoint、G Suite[Googleドラ

イブ等]） 

（５）グラフィック系のソフト使用経験を有すること（Illustrator・Photoshop） 

（６）ワークショップ等の企画運営経験を有すること 

（７）課題に対して工夫を行い、前向きに粘り強く向き合える方 

（８）コミュニケーションや対話を大切にできる方 

 

15．選考方法等 

（１）第一次選考：書類審査（令和 7年 12月下旬 結果は電子メールまたは書面にて通知

する。） 

（２）第二次選考：面接審査（令和８年１月９日（金）詳細は第一次選考合格者にて通知 

する。） 

（３）候補者内定：令和８年１月下旬頃 

 

16．提出書類 

（１）履歴書（写真貼付。携帯電話番号、メールアドレス必須） 

（２）研究・実務業績一覧表 

（３）課題作文「あなたにとってのアートコミュニケーションとは、どのようなものか」を

述べてください。（A4 紙１枚）（書式自由） 

※(1)～(3)はいずれもＡ４判用紙を基本とする。 

※履歴の賞罰欄には刑事罰のみでなく、学生に対するセクシャルハラスメントを含む 



性暴力等を原因とする過去の懲戒処分歴がある場合は、その原因となった具体的な事 

由とともに申告すること。 

※重大な経歴詐称があった場合は懲戒解雇又は委嘱契約解除となることがあります。 

 

17．書類提出先 

〒110-8714 東京都台東区上野公園１２－８ 

東京藝術大学社会連携課社会連携係 宛 

※提出書類は、書留郵便、ゆうパック又は宅配便による配達記録が残る方法で送付し、封

筒又は箱の表面に「共創拠点（川崎）特定短時間有期雇用職員 応募書類在中」と朱書

きすること。 

 

18.書類提出期限 

令和７年 12月 18日（木）17：00必着（〆切厳守） 

※書留郵便、ゆうパック又は宅配便による配達記録が残る送付物以外は受理しない。 

※持参不可。 

 

19．その他 

※審査内容等の選考経過は一切公表しません。 

※交通費、その他応募にかかる費用は応募者の負担とします。 

※応募書類は採用事務にのみ使用することとし、その他に使用することはありません。 

※選考に漏れた方の応募書類は、本学で適切に処分します。 

※本学は敷地内全面禁煙となっています。 

 

20．問い合わせ先 

東京藝術大学社会連携課社会連携係 E-mail：pcd-renkei@ml.geidai.ac.jp 


